
 

 

議案第８２号        【教育委員会事務局学校教育部教育指導担当】 

 指定管理者の指定について（港区立みなと科学館） 

 

 

 本案は、みなと科学館の指定管理者を指定するものです。 

 

 【内容】 

  ○対象施設 

名  称 位   置 

港区立みなと科学館 港区虎ノ門三丁目６番９号 

 

  ○指定管理者  千代田区紀尾井町３番２３号株式会社トータルメディア開発研究所 

          内 

          トータルメディア・東急コミュニティーみなと科学館運営グループ 

   （代表団体）  株式会社トータルメディア開発研究所 

   （構成団体）  株式会社東急コミュニティー 

 

  ○指定の期間  令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

 

 【現在の指定管理者】 

    トータルメディア・東急コミュニティーみなと科学館運営グループ 

    （代表団体）株式会社トータルメディア開発研究所 

    （構成団体）株式会社東急コミュニティー 

 


